
茅ヶ崎市地域防災計画 地震災害対策計画 新旧対照表（修正骨子案） 
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資料 1-4 

新 旧 

 

第１章 地震災害対策の計画的な推進 

第５節 地震災害対策計画の推進主体とその役割 

（略） 

第２ 防災関係機関の責務と処理すべき事務又は業務の大綱  

 １ 指定地方行政機関 

 （略） 

  （１）農林水産省関東農政局神奈川県拠点 

    ア 略 

    イ 略 

ウ 食品の需給・価格動向等に関すること 

  （２）略 

  （３）総務省関東総合通信局 

    ア  非常通信の確保等及び関東地方非常通信協議会の運営 

 

イ 災害時テレコム支援チーム（MIC-TEAM）による災害対応支援 

ウ  災害対策用移動通信機器及び災害対策用移動電源車の貸出し 

 

エ  非常災害時における重要通信の疎通を確保するため、無線局の開

局、周波数等の指定変更及び無線設備の設置場所等の変更を口頭等

により許認可を行う特例措置（臨機の措置）の実施 

オ 電気通信事業者及び放送局の被災・復旧状況等の情報提供 

 

 （４） 略 

 （５） 略 

 （６） 略 

 （７） 略 

 （８） 略 

 ２ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

（１） 略 

（２） 略 

（３） 略 

Ｐ１５ 

第１章 地震災害対策の計画的な推進 

第５節 地震災害対策計画の推進主体とその役割 

（略） 

第２ 防災関係機関の責務と処理すべき事務又は業務の大綱  

 １ 指定地方行政機関 

 （略） 

  （１）農林水産省関東農政局神奈川県拠点 

    ア 略 

    イ 略 

    ウ 食品の需要・価格動向等に関すること 

  （２） 略 

  （３）総務省関東総合通信局 

    ア  非常無線通信の確保等及び関東地方非常通信協議会の運営に関す

ること 

イ 災害時テレコム支援チーム（MIC-TEAM）の派遣に関すること 

ウ  災害対策用移動通信機器及び災害対策用移動電源車の貸出しに関

すること 

エ  非常災害時における重要通信の疎通を確保するため、無線局の開

局、周波数等の指定変更及び無線設備の設置場所等の変更を口頭等

により許認可を行う特例措置（臨機の措置）の実施に関すること 

オ 電気通信事業者及び放送局の被災・復旧状況等の情報提供に関する

こと 

 （４） 略 

 （５） 略 

 （６） 略 

 （７） 略 

 （８） 略 

 ２ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

（１） 略 

（２） 略 

（３） 略 
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（４） 略 

（５） 日本赤十字社神奈川県支部 

    ア 略 

    イ 略 

    ウ 略 

    エ 略 

    オ 略 

カ その他応急対応に必要な業務 

（４） 略 

（５） 日本赤十字社神奈川県支部 

    ア 略 

    イ 略 

    ウ 略 

    エ 略 

    オ 略 

カ その他災害救護に必要な業務 

 

第２章 災害に強い組織・人づくり 

第２節 防災知識の普及・啓発 

（略） 

第４ 園児、児童、生徒に対する防災知識の普及・啓発 市民安全部、こども

育成部、消防本部、教育推進本部 

（略） 

２ 防災教育の推進 

保育園、幼稚園、学校等は、災害を想定した避難訓練を実施する等、災害発

生時に適切な行動がとれるよう防災教育を図ります。 

また、市は、学校における消防団員等が参画した体験的・実践的な防災教育 

の推進や教職員等に対する防災研修会等を開催する等、防災教育の充実を図り

ます。 

 

Ｐ３１ 

第２章 災害に強い組織・人づくり 

第２節 防災知識の普及・啓発 

（略） 

第４ 園児、児童、生徒に対する防災知識の普及・啓発 市民安全部、こども

育成部、消防本部、教育推進本部 

 （略） 

２ 防災教育の推進 

保育園、幼稚園、学校等は、災害を想定した避難訓練を実施する等、災害発

生時に適切な行動がとれるよう防災教育を図ります。 

また、市は、教職員等に対する防災研修会等を開催する等、防災教育の充実

を図ります。 

 

 

 

第４章 平常時の対策 

第６節 避難対策 

（略） 

第２ 避難所運営体制の強化 市民安全部、文化生涯学習部、保健所、配備職 

員、自主防災組織 

 １ 避難所運営体制の強化 

大規模な災害発生時には、家屋の損壊やライフラインの途絶等により、自宅

での生活が不可能な被災者が多数発生するため、避難所での長期間にわたる共

Ｐ７３ 

第４章 平常時の対策 

第６節 避難対策 

（略） 

第２ 避難所運営体制の強化 市民安全部、文化生涯学習部、保健所、配備職 

員、自主防災組織 

 １ 避難所運営体制の強化 

大規模な災害発生時には、家屋の損壊やライフラインの途絶等により、自宅

での生活が不可能な被災者が多数発生するため、避難所での長期間にわたる共
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同生活が必要な事態となることが想定されます。そのため、市は、災害対策地

区防災拠点打合会を開催し、自主防災組織、配備職員及び学校職員等の関係者

で避難所となる施設の把握、防災備蓄倉庫の防災用資機材の確認、避難所運営

の基本的な考え方等、避難所の開設、運営に係る基本的事項を確認します。市

及び各指定避難所の運営者は、指定避難所等の良好な生活環境の継続的な確保

のために、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換に努めます。 

 ２ 略 

 ３ 略 

 ４ 略 

 ５ 略 

 

第３ 防災資機材等の整備 市民安全部、自主防災組織 

市は、避難所の整備を図るため、防災用資機材等の備蓄を進め、自主防災組 

織は、防災活動に必要な防災資機材等の備蓄を進めます。市は、停電時にお

いても、施設・設備の機能が確保されるよう、再生可能エネルギーの活用を

含めた非常用発電設備等の整備に努めます。 

また、市は要配慮者や女性が避難生活の負担を軽減できるよう、多様な生

活必需物資等の備蓄に努めます。 

 

第４ 要配慮者の避難対策 市民安全部、文化生涯学習部、福祉部、保健所、 

自主防災組織 

 （略） 

１ 障がい者、高齢者等への対応 

  市は、避難所内の一般避難スペースでの生活が困難な障がい者及び高齢者等

の支援措置として、社会福祉施設等と障がい者、高齢者等の避難者の受入れに

関する協定を締結し、福祉避難所の確保を図ります。 

  市は、福祉避難所の防災機能の整備を図るため、障がい者及び高齢者等に配

慮した防災資機材の備蓄に努めます。特に、医療的ケアを必要とする者に対し

ては、人工呼吸器や吸引器等の医療機器の電源の確保等の必要な配慮をするよ

う努めます。また、災害時の連絡手段として、地域防災無線（防災用ＭＣＡ無

線）を整備するとともに、災害時に有効活用できるよう日頃から通信訓練を実

施します。 

同生活が必要な事態となることが想定されます。そのため、市は、災害対策地

区防災拠点打合会を開催し、自主防災組織、配備職員及び学校職員等の関係者

で避難所となる施設の把握、防災備蓄倉庫の防災用資機材の確認、避難所運営

の基本的な考え方等、避難所の開設、運営に係る基本的事項を確認します。 

 

 

 ２ 略 

 ３ 略 

 ４ 略 

 ５ 略 

 

第３ 防災資機材等の整備 市民安全部、自主防災組織 

市は、避難所の整備を図るため、防災用資機材等の備蓄を進め、自主防災組 

織は、防災活動に必要な防災資機材等の備蓄を進めます。 

また、市は、要配慮者や女性が避難生活の負担を軽減できるよう、多様な生

活必需物資等の備蓄に努めます。 

 

 

 

第４ 要配慮者の避難対策 市民安全部、文化生涯学習部、福祉部、保健所、 

自主防災組織 

 （略） 

１ 障がい者及び高齢者等への対応 

  市は、避難所内の一般避難スペースでの生活が困難な障がい者及び高齢者等

の支援措置として、社会福祉施設等と障がい者、高齢者等の避難者の受入れに

関する協定を締結し、福祉避難所の確保を図ります。 

  市は、福祉避難所の防災機能の整備を図るため、障がい者及び高齢者等に配

慮した防災資機材の備蓄に努めます。また、災害時の連絡手段として、地域防

災無線（防災用ＭＣＡ無線）を整備するとともに、災害時に有効活用できるよ

う日頃から通信訓練を実施します。 
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第４章 平常時の対策 

第９節 飲料水、食料及び生活必需物資等の調達・供給対策 

（略） 

第４ 要配慮者等への配慮 市民安全部 

  市は、食料、生活必需物資等の備蓄にあたっては、高齢者、障がい者、女性、

乳幼児、食物アレルギーを有する者等や季節性に配慮した食料及び生活必需物

資等の検討を行い、備蓄を進めます。 

 

Ｐ８０ 

第４章 平常時の対策 

第９節 飲料水、食料及び生活必需物資等の調達・供給対策 

（略） 

第４ 要配慮者等への配慮 市民安全部 

  市は、食料、生活必需物資等の備蓄にあたっては、高齢者、障がい者、女性、

乳幼児等や季節性に配慮した食料及び生活必需物資等の検討を行い、備蓄を進

めます。 

 

第４章 平常時の対策 

第１２節 緊急輸送道路等の確保対策 

（略） 

第１ 緊急輸送道路等の指定 市民安全部、建設部、藤沢土木事務所、横浜国

道事務所 

 １ 緊急輸送道路の指定 

  県では、発災後の復旧活動をはじめとする緊急輸送の拡大に対応するため、

現地災害対策本部、広域防災活動拠点、市町村災害対策本部等を有機的に連絡

する路線を緊急輸送道路として事前に指定しています。 

 

第１次 

緊急輸送道路 

高規格幹線道路、一般国道等で構成する広域的ネットワーク及

び港湾等に連絡する路線で緊急輸送の骨格をなす路線。 

 路線名 区 間 
 

Ｐ８５ 

第４章 平常時の対策 

第１２節 緊急輸送道路等の確保対策 

（略） 

第１ 緊急輸送道路等の指定 市民安全部、建設部、藤沢土木事務所、横浜国

道事務所 

 １ 緊急輸送道路の指定 

  県は、県庁、広域拠点、市町村災害対策本部、物資受入港（湘南港）等及び

隣接都県の主要路線と接続する幹線道路を緊急輸送道路として指定していま

す。 

 

第１次路線 高規格幹線道路、一般国道等で構成する広域的ネットワークの重要

路線で、緊急輸送道路の骨格をなす道路。 

 路線名 区 間 

あ 

 

第４章 平常時の対策 

第１７節 ボランティアの受入体制の充実強化 

（略） 

第１ ボランティアの活動環境の整備 福祉部、環境部、監査事務局、市社会

福祉協議会 

１ 市及び市社会福祉協議会は、県や防災関係機関の協力のもと、ＮＰＯ・

Ｐ９４ 

第４章 平常時の対策 

第１７節 ボランティアの受入体制の充実強化 

（略） 

第１ ボランティアの活動環境の整備 福祉部、環境部、監査事務局、市社会

福祉協議会 

１ 市及び市社会福祉協議会は、県や防災関係機関の協力のもと、ＮＰＯ・
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ボランティア等との連携を図るとともに、中間支援組織（ＮＰＯ・ボラン

ティア等の活動支援やこれらの異なる組織の活動調整を行う組織）を含め

た連携体制の構築を図り、災害時において災害ボランティアの活動が円滑

に行われるよう、その活動環境の整備を図ります。その際、ボランティア

活動や避難所運営等に関する研修や訓練の制度、災害時におけるボランテ

ィアの活動の受入れや調整を行う体制、災害ボランティア活動の拠点の確

保、活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提供方策等について意見交

換を行う情報共有会議等の整備を推進します。 

 

ボランティア等との連携を図るとともに、中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティ

ア等の活動支援やこれらの異なる組織の活動調整を行う組織）を含めた連携体

制の構築を図り、災害時において災害ボランティアの活動が円滑に行われるよ

う、その活動環境の整備を図ります。その際、災害時におけるボランティアの

活動の受入れや調整を行う体制、災害ボランティア活動の拠点の確保、活動上

の安全確保、被災者ニーズ等の情報提供方策等について意見交換を行う情報共

有会議等の整備を推進します。 

 

第５章 災害時の応急対策活動 

第３節 消火、救助・救急活動 

（略） 

第４ 要救助者の捜索 消防部、消防団、茅ケ崎警察署、自衛隊 

市は、要救助者の捜索に関しては、自衛隊、警察及び防災関係機関の協力の

もと、救出区域の分担や情報の共有化を図り、効果的な活動を行います。また、

市は要救助者の迅速な把握のため、安否不明者についても、関係機関の協力を

得て、積極的に情報収集を行います。なお、要救助者の捜索において、遺体を

発見したときには、警察に引き渡します。多数遺体の場合は、遺体を遺体収容

施設へ搬送します。 

 

Ｐ１１４ 

第５章 災害時の応急対策活動 

第３節 消火、救助・救急活動 

（略） 

第４ 要救助者の捜索 消防部、消防団、茅ケ崎警察署、自衛隊 

市は、要救助者の捜索に関しては、自衛隊、警察及び防災関係機関の協力の

もと、救出区域の分担や情報の共有化を図り、効果的な活動を行います。なお、

要救助者の捜索において、遺体を発見したときには、警察に引き渡します。多

数遺体の場合は、遺体を遺体収容施設へ搬送します。 

 

第５章 災害時の応急対策活動 

第５節 津波対策 

（略） 

第２ 津波情報の伝達 総括・情報班、災害時広報対策班、市民安全部、消防

部、消防団、横浜地方気象台 

 １ 津波情報の受伝達 

  市は、あらゆる手段の活用を図り、市民が迅速かつ安全に避難できるよう、

津波注意報等で発表される津波高に応じた発令対象区域を予め検討し、津波注

意報等を伝達します。 

 

Ｐ１２２ 

第５章 災害時の応急対策活動 

第５節 津波対策 

（略） 

第２ 津波情報の伝達 総括・情報班、災害時広報対策班、市民安全部、消防

部、消防団、横浜地方気象台 

 １ 津波情報の受伝達 

  市は、あらゆる手段の活用を図り、市民が迅速かつ安全に避難できるよう、

津波注意報等を伝達します。 
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第５章 災害時の応急対策活動 

第９節 飲料水、食料及び生活必需物資等の調達・供給活動 

（略） 

第４ 県への食料及び生活必需物資等の供給要請 総括・情報班、広域連携班、

救援物資対策班、関東農政局 

１ 略 

２ 災害救助法適用時の供給要請 

 （略） 

なお、農林水産省所管の政府所有食料の供給に関しては、県に供給を要請す

ることとし、交通、通信の途絶のため、災害救助用米穀等の引取りに関する県

の指示を受けることができない場合には、直接、農林水産省（農産局農産政策

部貿易業務課）に要請することとします。 

 

Ｐ１４０ 

第５章 災害時の応急対策活動 

第９節 飲料水、食料及び生活必需物資等の調達・供給活動 

（略） 

第４ 県への食料及び生活必需物資等の供給要請 総括・情報班、広域連携班、

救援物資対策班、関東農政局 

１ 略 

２ 災害救助法適用時の供給要請 

 （略） 

なお、農林水産省所管の政府所有食料の供給に関しては、県に供給を要請す

ることとし、交通、通信の途絶のため、災害救助用米穀等の引取りに関する県

の指示を受けることができない場合には、直接、農林水産省（政策統括官付貿

易業務課）に要請することとします。 

 

 

第５章 災害時の応急対策活動 

第１６節 広域応援・受援活動 

（略） 

第９ 緊急災害対策派遣隊、情報連絡員の要請受入れ 総括・情報班、京浜河

川事務所、横浜国道事務所 

 

 

 

 

（次ページ） 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ１６４ 

第５章 災害時の応急対策活動 

第１６節 広域応援・受援活動 

（略） 

第９ 緊急災害対策派遣隊、情報連絡員の要請及び受入れ 総括・情報班、横

浜国道事務所、京浜河川事務所 

 

 

 

 

（次ページ） 
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緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）の災害規模に応じた支援の仕組み 

（出典 国土交通省資料より抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）の災害規模に応じた支援の仕組み    

（出典 国土交通省資料より抜粋） 

 

 

第６章 復旧・復興対策 

第１節 復興体制の整備 

（略） 

第２ 人的資源の確保 総務部 

（略） 

１ 派遣職員の受入れ 

Ｐ１７３ 

第６章 復旧・復興対策 

第１節 復興体制の整備 

（略） 

第２ 人的資源の確保 総務部 

（略） 

１ 派遣職員の受入れ 
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  不足する職員を補うため、地方自治法、災害対策基本法、復旧・復興支援技

術職員派遣制度、協定等に基づき、職員の派遣、又はあっ旋の要請を行い、職

員を受け入れます。 

 

 不足する職員を補うため、地方自治法、災害対策基本法、応急対策職員派遣

制度、協定等に基づき、職員の派遣、又はあっ旋の要請を行い、職員を受け入

れます。 

 

 


